
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月１日号 第 6９号 

発行 ： 東大阪市立消費生活センター（電話番号・所在地など詳しくは裏面をご覧ください！） 

消費生活センターだより 

Ｑ：ネット通販で買った商品を返品したい。 

一定期間なら返品できますよね？ 

インターネット通販で服を購入したが、届いた服は思っていた

イメージと違っていた。「すぐに返品したい」とメールしたと

ころ「返品できない。利用規約にも書いてある」という返事だ

った。確認すると利用規約には返品不可の記載があったので、

「それならクーリング・オフする」と伝えたが、「通信販売に

はクーリング・オフの適用はない」と回答がきた。 

 

アドバイス 

事例 

A：通信販売にはクーリング・オフ制度はありません 
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